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第１章 基本計画策定の目的と位置付け 

１．策定の目的 

  

現在の早川町の庁舎機能は、複数の施設に分散している。利用者が場合によって複数の

施設に足を運ばなければならない状況であること、本庁舎が老朽化等により適正な住民サ

ービスが図れないこと、事務スペースに余裕がない等役場庁舎の物理的劣化や社会的劣化

が深刻となっている。また本庁舎の耐震性が不足しているため、非常時において町の自治

を支えていくことが困難となっている。 

これらの課題を解決するため、早川町役場の新庁舎建築を執り行うこととした。新庁舎

建築に向け、平成 25 年 5 月に民間企業をアドバイザーに迎えた関係所管部による「庁舎建

設に係る検討会」を立ち上げ早川町役場新庁舎建設基本構想の策定を行った。基本構想を

もとに検討会では、早川町役場新庁舎の建設にあたり、施設のあり方の検討、法的・技術

的及び諸経費等の様々な視点から検討を行い本基本計画の策定にいたった。 

本基本計画は、「早川町役場新庁舎建設基本構想」を基本理念として、職員アンケートや

庁舎内で組織されたプロジェクトチームでの意見を踏まえて、新庁舎建設の基本的な事項

をまとめたものであり、今後の基本設計、実施設計など事業実施にあたっての基本方針と

なるものである。 
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２．事業フロー 

早川町役場新庁舎建設は、以下の事業フローに従って行う。基本計画は施設整備の基本

的な方針を示すものであり、今後の基本設計、実施設計等にあたっての条件を整理するも

のである。 

 

【事業フロー】 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早川町役場新庁舎 

建築の方向性を決定 

H25年 5月 

基本構想 

H25年 10月中旬 

基本計画策定 

H26年 3月末 

基本設計 

H26年 9月末 

実施設計 

H27年１月頃 

 ～H27年 12月末 

建築工事 

H28年度４月以降 

供用開始 

「庁舎建設に係る検討会」の立上げ 

基本計画業者選定 

（指名競争入札） 

「検討委員会」の設置 

（委員：町議会、公共的団体、学識

経験者の各代表、他町長委嘱者） 

許可申請等 

仮庁舎建設・引越し（必要な場合） 

現庁舎解体工事（新庁舎着工前に解体

が必要な場合） 

備品設置 

本庁舎引越し 

現庁舎解体工事（新庁舎工事中、現庁

舎を使用している場合）・跡地整備 

H28年度 6月末 

仮庁舎解体（必用な場合）・跡地整備 

パブリックコメントの公募 

職員の意見徴収 

設計者の選定 

（プロポーザル） 
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３．検討体制 

 基本構想・基本計画策定にあたり、民間企業をアドバイザーに迎え、役場内代表１２名

及び事務局３名で構成される「庁舎建設に係る検討会」（以降、検討会）を設置した。 

検討会の検討事項は、 

① 基本構想の取りまとめ 

② 建設基本計画及び設計に係る条件整理 

③ その他、施設の運営に関すること、である。 

 【参考 資料１．庁舎建設に係る検討会 メンバー一覧】 

 

【検討体制図】 

 

  

 

 

検討会 

民間企業 

アドバイザー 

利用者・使用者の声 

（アンケート） 

検討 

基本構想・基本計画 

業務支援・アドバイス 


